
高齢者部分休業取扱要綱 

 

平成 26年 5月 2日 

教委要綱第  １ 号 

第１ 目的 

この要綱は、相楽東部広域連合立学校に勤務する府費負担教職員の服務規程（平

成 30年相楽東部広域連合教育委員会規程第１号。以下「服務規程」という。）第３

条の規定により準用する京都府立学校職員服務規程（平成２年京都府教育委員会教

育長訓令第１号）第８条の４の規定により、職員が高齢者部分休業の承認を受けよ

うとするときの取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

第２ 高齢者部分休業の取扱い 

職員は、相楽東部広域連合教育委員会教育長の承認（公務の運営に支障がないと

認められるとき）を受けて、加齢による諸事情への対応やボランティア等の地域貢

献活動を行うため、定年から５年を減じた年齢に達した日以後、休業開始日から定

年退職日までの間、部分休業（１週間の勤務時間の一部について勤務しないことを

いう。以下同じ。）をすることができるものとする。 

 

１ 対象職員 

服務規程第２条に規定する職員を対象とするものとする。ただし、次の職員を除

くものとする。 

(1) 臨時的任用職員 

(2) 地方公務員法（昭和 25年法律第 261号）による定年退職者等の再任用職員 

(3) 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律（平成 12 年法律

第 51号）による任期付研究員 

(4) 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成 14年法律第 48

号）による任期付職員 

(5) その他の法律により任期を定めて任用される職員 

 

２ 部分休業の事由 

次に掲げる事由（公務の信頼性を損なうおそれがないと認められるものに限る。 

以下「部分休業事由」という。）に該当する場合等に、部分休業をすることができ 

るものとする。 

(1) 加齢により、正規の勤務時間のすべてにおいて勤務することが困難であるこ

と。 

(2) ボランティアや地域における自治会活動等の社会貢献活動に従事すること。 

 

３ 休業できる期間及び時間 

 (1) 休業期間 



定年から５年を減じた年齢に達した日以後において、職員から申請のあった部 

分休業開始日から定年退職日までとする。 

 (2) 休業時間 

１週間当たりの正規の勤務時間の２分の１を超えない範囲内で５分を単位とす 

る。 

 

４ 承認申請 

(1) 高齢者部分休業をしようとする職員は、原則として当該部分休業をしようとす

る期間の始まる日の前日から起算して１箇月前までに、高齢者部分休業承認（延

長）申請書（別紙様式１）により申請するものとする。 

(2) 高齢者部分休業の承認の申請は、申請に係る期間の全期間について一括して行

うものとする。 

(3) 高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認め

るときは、職員に対して証明書類の提出を求めるものとする。 

 

５ 承認 

高齢者部分休業の承認の申請があったときは、申請に係る期間について公務の運 

営に支障がなく、かつ、部分休業事由に該当すると認めるときは、承認するものと

する。 

 

６ 承認の失効 

高齢者部分休業の承認は、高齢者部分休業をしている職員が休職又は停職の処分 

を受けた場合に失効するものとする。 

 

７ 承認の取消し等 

(1) 高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講じることが

著しく困難となった場合で、当該職員の同意を得たとき（高齢者部分休業承認取

消等同意書（別紙様式２）により行うこと。）は、当該部分休業の承認を取り消

し、又は休業時間（高齢者部分休業の承認を受けた１週間当たりの勤務しない時

間をいう。以下同じ。）を短縮するものとする。 

(2) なお、高齢者部分休業をしている職員が、自己の都合により、当該部分休業の

承認を取り消し、又は休業時間を短縮することを申請することはできない。 

 

８ 休業時間の延長 

(1) 高齢者部分休業をしている職員は、当該高齢者部分休業に係る休業時間の延長

を申請することができるものとする。 

(2) 高齢者部分休業の休業時間の延長の申請及び承認については、４及び５を準用

する。 

 

９ 通知書の交付等 



(1) 高齢者部分休業の承認若しくは承認の取消し又は休業時間の短縮若しくは延

長の承認は、高齢者部分休業承認等（休業時間変更）通知書（別紙様式３）を交

付して行うとともに、写しを校長に送付するものとする。 

(2) 校長は、前号の通知書の写しを学校保管の履歴書に添付し、保存しておくもの

とする。 

 

第３ 高齢者部分休業に係る給与の取扱い 

  高齢者部分休業に係る給与の取扱いは、次のとおりであること。 

 

１ 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与等に関する条例

（昭和 31 年京都府条例第 28 号）第 24 条の規定により、その勤務しない１時間に

つき、同条例第 25条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額する。  

 

２ 期末手当及び勤勉手当については、基準日に高齢者部分休業をしていても支給す

ることができる。その場合において、在職期間又は勤務期間の計算に当たり、期末

手当にあっては高齢者部分休業をした期間（当該対象期間中の勤務しない時間をい

う。）の２分の１を、勤勉手当にあっては同期間を除算する。  

 

３ 退職手当の在職期間の計算に当たっては、高齢者部分休業をした期間の２分の１

に相当する期間（月数）を除算する。 

 

４ 昇給に当たっては、高齢者部分休業をした期間は勤務したものとみなす。  

 

第４ 年次休暇、特別休暇等との関係 

(1) 高齢者部分休業を承認された時間について、年次休暇、特別休暇等を取得しよ

うとするときは、あらかじめ当該時間について、高齢者部分休業記録簿（別紙様

式４）により高齢者部分休業の承認の取消しを受けるものとする。 

(2) 校長は、前号の記録簿を学校保管の履歴書に添付し、保存しておくものとする。 

 

第５ 出勤簿の表示 

 「出勤印」欄に、「部分休」と表示するものとする。 


